
 

現場環境改善費(熱中症対策・防寒対策)の積み上げ計上に関する特記仕様書 

 

(目的) 

第1条 今治市が発注する工事において、熱中症対策・防寒対策を適切に実施し、建設現場の労働 

環境改善を図ることを目的としたものである。 

(対象工事) 

第 2条 今治市が発注する工事のうち、主たる工種が屋外作業（外気温と同等の環境にある屋内作業

を含む）であり、今治市が現場条件等により適切と判断するものを対象とする。 

(実施方法) 

第 3条 請負者は、熱中症対策・防寒対策に要する費用の積み上げ計上を希望する場合は、愛媛県現

場環境改善費(熱中症対策・防寒対策)の積み上げ計上に関する実施要領に基づき、発注者に対し、

当該工事における対策に必要な施設・設備の種類、規模、設置期間及び概算費用等を記載した工事

打合せ簿を提出の上、協議しなければならない。 

2 発注者は、対策の妥当性を確認し、積み上げ計上の対象とする対策について請負者に通知しなけ

ればならない。 

3 請負者は、現場作業が終了した時点において、当該工事において実施した対策の施設・設備の種

類及び設置期間を工事打合せ簿に記載し発注者に提出しなければならない。また、対策に要した

費用の明細等を記載した見積書を提出しなければならない。 

(費用の計上) 

第 4条 積み上げ計上する費用については、建設現場における熱中症対策・防寒対策のための施設や

設備に要するリース価格もしくは減価償却費相当額とし、共通仮設費に計上する。なお、作業員

個人に対する費用については、別途現場管理費に率補正により計上する。 

2. リース品の場合は、当該工事における施設・設備の設置期間分のリース費用を計上する。 

積算価格=月当たりリース価格×設置月数  

※ 実際のリースにかかる明細書等を見積書で確認 

3. 購入品の場合は、当該工事における施設・設備の設置期間分の減価償却費相当額を計上する。 

積算価格=購入価格×設置月数/ (耐用年数×12) 

※ 実際の購入にかかる明細書等を見積書で確認  

4. 計上する費用は、現場管理費に計上される作業員個人の費用と重複がないものとし、現場環

境改善費率分で計上される額の 50 %を上限とする。 

5. 対策例や積算方法は、愛媛県現場環境改善費(熱中症対策・防寒対策)の積み上げ計上に関す

る実施要領「熱中症の対策例と耐用年数について」に基づくこと。 

(その他) 

第 5条 この特記仕様書に定めのない事項については、発注者と請負者の協議により定めるものとし、

愛媛県現場環境改善費(熱中症対策・防寒対策)の積み上げ計上に関する要領及び本仕様書において、

本仕様書を優先する。また、愛媛県現場環境改善費(熱中症対策・防寒対策)の積み上げ計上に関す

る要領は、本工事の入札公告又は指名通知時点で施行されている要領を適用する。 


